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保護者様 

練馬区立南が丘中学校 

 校 長  宮田 健史 

 

１０月 1日以降の本校の教育活動について 

 

 日頃より本校の教育活動にご理解ご協力いただき、誠にありがとうございます。 

 さて、緊急事態宣言の解除を受け、練馬区教育委員会から学校教育活動について指針が示され

ました。本校の教育活動もこの指針に基づいて進めてまいりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 なお、本校は１０月１６日（土）に運動会を予定しております。この運動会の実施に向けて、

学校独自の新型コロナウイルス感染予防を進めて参ります。ご理解とご協力をお願いいたしま

す。 

 

 

記 

 

 

１ 練馬区教育委員会から示された学習活動の指針について 

 （１）先日配布しました「１０月１日以降の練馬区立小・中学校の教育活動について」に基づ

いて進めます。 

（２）新型コロナウイルス感染防止については、「練馬区立学校（園）改訂版感染予防のガイド

ライン第三改訂版」（令和３年４月１日）に基づいて進めます。 

    ※「練馬区立学校（園）改訂版感染予防のガイドライン第三改訂版」については、抜粋

を裏面に用意しましたので、ご確認ください。 

 

２ 本校独自の取組について 

  運動会が終了するまで新型コロナウイルス感染予防として、以下の教育活動を進めます。 

（１）１０月９日（土）の学校公開は中止とします。 

（２）家庭科において調理実習は、自粛します。 

（３）部活動の活動時間は、平日２時間、休日３時間とします。 

（４）運動会の保護者参観は、３年生保護者のみとします。 

 

 ３ その他 

  ・ご質問等がありましたら、本校副校長までお問い合わせください。 

 

 

 

 

問い合わせ 

副校長 神藤 陽平 

電話 03－3904－5782 

 


